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２ 議題

（３）第８次神奈川県保健医療計画素案について



（３）第８次神奈川県保健医療計画素案について

ア 保健医療計画とは

○ 保健医療計画とは、医療法第30条の４第１項の規定により策定を行う
法定計画であり、県の保健医療システムの目指すべき目標と基本的方向
を明らかにするために策定される。

イ 循環器病対策推進計画との関連性について

○ 保健医療計画は、県が策定した関連する計画と整合性を諮ることとさ
れており、今回改定する神奈川県循環器病対策推進計画と関連する内容
を計画上に記載するため、各協議会にて素案を諮ることとしている。
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目次
第１部 総論
第１章 基本的事項
略

第２部 各論
第１章 事業別の医療体制の整備・充実
第２章 疾病別の医療連携体制の構築
第１節 がん
第２節 脳卒中
第３節 心筋梗塞等の心血管疾患
第４節 糖尿病
第５節 精神疾患

略
第３部 地域医療構想
第４部 計画の推進
第５部 別冊

第２節 脳卒中
第３節 心筋梗塞等の心血管疾患

の２節について記載

（３）第８次神奈川県保健医療計画素案について



ウ 改定の概要

（ア） 改定の趣旨

医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、本県の実情に即した効率的
で質の高い保健医療提供体制を整備するため、第８次の計画として改定す
る。

（イ） 計画期間

令和６年度から令和11年度までの６年間とする。
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エ 計画の改定方針

（ア） 計画本文の追加及び修正

・「１現状・課題」及び「２施策の方向性」の「（２）医療」に「感染症
発生・まん延時や災害時等の有事を見据えた対策」、「治療と仕事の両立
支援・就労支援」及び「循環器病に関する適切な情報提供・相談支援」に
係る記述を追加

・未病改善に係る記述（特定健診等）を一部追加及び修正

（イ） データの時点更新

（ウ） 総論を新たに追加

（エ） 指標及びロジックモデルを新たに追加（指標及びロジックモデルは、

現行神奈川県循環器病対策推進計画のものを掲載）
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第２章 疾病別の医療連携体制の構築
第２節 脳卒中

１ 現状・課題
（１）現状
ア 脳卒中について
イ 発病直後の救護、搬送等
ウ 急性期の医療
エ リハビリテーション

（２）課題
ア 未病改善
イ 医療

(ｱ) 発送直後の救護、搬送等
(ｲ) 急性期の医療
(ｳ) 急性期後の医療・在宅診療
(ｴ) 医療提供体制の構築 （新）
(ｵ) 情報提供及び相談支援 （新）

２ 施策の方向性
（１）未病改善
（２）医療
ア 病院前救護体制及び急性期医療
イ 急性期の医療
ウ 急性期後の医療・在宅療養
エ 医療提供体制の構築 （新）
オ 情報提供及び相談支援 （新）

○ 未病改善に係る記述を一部追加及び修正
○ 一部内容追加
○ 循環器病対策推進計画の個別施策追加した次の
３項目について保健医療計画にも追加する。
・「感染症発生・まん延時や災害時等の有事を見据
えた対策」
・「治療と仕事の両立支援・就労支援」
・「循環器病に関する適切な情報提供・相談支援」
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第２章 疾病別の医療連携体制の構築
第３節 心筋梗塞等の心血管疾患

１ 現状・課題
（１）現状
ア 心血管疾患について
イ 発病直後の救護、搬送等
ウ 急性期の医療
エ 急性期後の医療

（２）課題
ア 未病改善
イ 医療

(ｱ) 発症直後の救護、搬送等
(ｲ) 急性期の医療
(ｳ) 急性期後の医
(ｴ) 医療提供体制の構築 （新）
(ｵ) 情報提供及び相談支援 （新）

２ 施策の方向性
（１）未病改善
（２）医療
ア 病院前救護体制及び急性期医療
イ 急性期の医療
ウ 急性期後の医療・在宅療養
エ 医療提供体制の構築 （新）
オ 情報提供及び相談支援 （新）

○ 心血管疾患の年齢調整死亡率の記載を追加

○ 脳卒中と同様に循環器病対策推進計画の個
別施策追加した３項目を保健医療計画に追加す
る。
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